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Ⅰ総論 

 

1．目的 

本計画は、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）及び女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）の規定に基づき、諸塚

村が特定事業主として果たすべき役割を明確にするとともに、当該法に定める行動計

画として策定するものである。 
具体的には、職員（会計年度任用職員等を含む。）が仕事と家庭生活を両立しなが

ら、その能力を十分に発揮できる職場環境の整備を図るとともに、女性職員の採用、

登用及び職業生活における活躍を一体的かつ計画的に推進することを目的とする。 
また、本計画は、国が示す行動計画策定指針及び関係法令の趣旨を踏まえるととも

に、宮崎県特定事業主行動計画の考え方を参考にしつつ、本村の組織規模や職員構成

等の実情に即した取組を定め、計画的かつ着実な推進を図るための基本方針を示すも

のである。 
 

2．計画期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 
 

3．対象職員 

本計画の対象は、村長部局、村議会事務局及び教育委員会に属する職員とし、会計

年度任用職員等を含むものとする。ただし、関係法令及び国の策定指針に基づき、把

握・分析・公表の対象から除外することができる職員については、これを除くものと

する。 
 

4．本計画の推進体制 

① 本村においては、特定事業主として組織全体で継続的に女性職員の活躍及び仕

事と家庭生活の両立支援を推進するため、行財政改革検討委員会及び同推進本

部を中心として、本計画の策定、変更並びに本計画に基づく取組の実施状況及

び数値目標の達成状況について、定期的に点検・評価を行うものとする。 
また、必要に応じて、見識者で組織する行財政改革推進委員会に報告し、意見

を求めるものとする。 
② 次世代育成支援対策及び女性の職業生活における活躍の推進に関し、管理職員

及び職員を対象とした研修、講習並びに情報提供等を計画的に実施する。 
③ 仕事と家庭生活の両立等に関する相談及び情報提供を行う窓口を設置するとと

もに、当該相談等を適切に実施するため、担当者を配置する。 
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④ 啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施、職員ポータルサイトの活用等によ

り、本計画の内容について職員への周知徹底を図る。 
⑤ 本計画の実施状況及び数値目標の進捗状況については、年度ごとに点検を行い、

その結果を踏まえて必要な対策の検討及び計画の見直しを行うとともに、関係

法令及び国の行動計画策定指針に基づき、適切に公表するものとする。 
 

Ⅱ女性の活躍の推進に向けた具体的な内容と数値目標 

本章における目標の設定に当たっては、女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成 27 年法律第 64 号）第 15 条第 3 項及び同法に基づく特定事業主行動計画の策

定等に係る内閣府令（平成 27 年内閣府令第 61 号。以下「内閣府令」という。）第 2 条

の規定に基づき、村長部局、村議会事務局及び教育委員会において、女性職員の職業生

活における活躍に関する状況等の把握及び改善すべき事情についての分析を行った。 
その結果を踏まえ、女性職員の活躍を一層推進するため、次のとおり数値目標を設定

する。 

1. 現状把握 

本計画の策定に当たり、策定時点から遡って概ね2年以内の1年間を基準年度とし、

国の策定指針に基づき、次に掲げる項目について職員の状況を把握した。 
 

① 採用した職員に占める女性職員の割合（50％） 
② 役職段階別の女性職員の割合（主査級 64.5％、課長補佐級以上 34.6％） 
③ 職員の男女の給与の差異（77％） 
④ 育児休業及び配偶者出産休暇等の取得状況（男性 50％、女性 100％） 
⑤ 時間外勤務の状況（職員 1 人当たりの月平均：2 時間） 
⑥ 年次有給休暇等の取得状況（平均取得日数 10.2 日） 
⑦ その他、仕事と家庭生活の両立に資する制度の利用状況 

子の看護休暇取得日数：36 日（36％） 
取得対象となる子：20 人（取得可能日数 100 日） 

※③給与については、会計年度任用職員を含めており、かつ会計年度任用職員は女

性が大半を占めるため男女の差異が大きい。（常勤職員のみであれば差異は 93％） 
※⑤及び⑥については、正規の勤務時間が定められている職員を対象として算定し

ており、パートタイムの会計年度任用職員の実績は含まない。 
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2. 課題分析 

（1）男性職員の育児参画の更なる促進 

育児休業及び配偶者出産休暇等の取得状況を見ると、男性職員の取得率は一定

程度進んでいるものの、取得者数が限定的であり、取得期間や取得のタイミング

については個人差が大きい状況にある。 
今後は、制度の存在を周知するだけでなく、管理職の関与を含め、男性職員が

安心して育児休業等を取得できる職場環境の一層の整備が必要である。 

（2）業務の平準化と時間外勤務縮減の継続的取組 

職員一人当たりの年間平均時間外勤務時間は比較的低い水準にあるものの、業

務内容や繁忙期の影響により、一部の職員に業務が集中する傾向が見られる。 
業務の属人化を防ぎ、組織全体として業務を平準化することで、時間外勤務の

更なる縮減と、働きやすい職場環境の維持・向上を図る必要がある。 

（3）女性職員の継続的なキャリア形成と管理職登用の推進 

役職段階別の女性職員の割合を見ると、主査級では高い割合を占めている一方、

課長補佐級以上の管理的地位における割合は相対的に低く、役職段階が上がるに

つれて女性職員の比率が低下する傾向が見られる。 
女性職員が将来を見据えたキャリア形成を行い、管理職として活躍できるよう、

育児期等のライフステージに配慮しつつ、計画的な人材育成及び登用を進める必

要がある。 

（4）両立支援制度の理解促進と利用の均てん化 

年次有給休暇の取得状況や子の看護休暇の利用実績から、一定の制度利用は進

んでいるものの、職場や職員によって利用状況に差が生じている。 
仕事と家庭生活の両立を支援する各種制度について、管理職を含めた職員全体

の理解を深めるとともに、制度を利用しやすい職場風土の醸成を図る必要がある。 
 

3. 数値目標 

本村は、次の区分ごとに定量的な目標を設定し、女性の活躍推進及び仕事と家庭生

活の両立支援を図る。 

（1）職業生活に関する機会の提供 

課長補佐級以上に占める女性職員の割合を、計画期間中に 30％以上を維持する

ことを目標とする。 
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（2）職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備 

① 男性職員の育児休業取得率を、令和 12 年度までに 85％を目標とする。 

② 職員一人当たりの年次有給休暇の取得率を 70％以上とする。 

③ 職員一人当たりの年間時間外勤務時間数を、360 時間以内とする。 

 

4.具体的な取組 

（1）妊娠・出産・育児期における支援 

妊娠中及び出産後の職員の健康確保と円滑な職場復帰を図るため、母性健康管

理に関する特別休暇等の制度について周知徹底を図るとともに、妊娠中の職員の

健康や安全に配慮し、必要に応じて業務分担の見直しや業務の軽減を行う。 
また、妊娠中の職員については、本人の希望を踏まえ、超過勤務を原則として

命じないこととし、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止につ

いて、研修等を通じて意識啓発を行う。 
併せて、育児休業からの円滑な職場復帰を支援するため、休業中の情報提供や

復職時の業務調整等、職場全体でのサポート体制の構築に努める。 
 

（2）男性職員の育児参画の促進 

男性職員が育児休業や配偶者出産休暇等を取得しやすい職場環境を整備するた

め、制度内容の周知徹底を図るとともに、管理職による取得促進の働きかけを行

う。 
特に、配偶者の出産時における特別休暇等については、計画的な取得を促進し、

男性職員が育児に主体的に参画できる職場風土の醸成に努める。 
 

（3）育児休業等を取得しやすい職場環境の整備 

育児休業及び部分休業等の制度について、資料配布や個別説明等を通じて、職

員への周知を図る。また、育児休業の取得申出があった場合には、当該所属にお

いて業務分担の見直しを行うなど、職場全体で支援する体制の構築に努める。 
育児休業中の職員に対しては、必要に応じて職場の情報提供を行うとともに、

復職時には業務内容や業務量について十分に協議し、円滑な職場復帰を支援する。 
さらに、育児休業に伴う業務への影響を軽減するため、所属内の人員配置の工

夫や会計年度任用職員の活用等により、代替要員の確保に努める。なお、会計年

度任用職員についても、関係法令に基づき、育児休業等の制度の周知及び利用促

進に努める。 
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（4）長時間勤務の是正と業務効率化 

職員の健康確保及びワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、時間外勤務

の上限制度の趣旨を十分に踏まえ、時間外勤務の抑制及び適正な管理を行う。 
業務の属人化を防ぐため、業務内容の見直しやマニュアル化を進めるとともに、

新たな事業や業務を実施する際には、目的、効果及び必要性を十分に検討し、既

存業務の整理・廃止を併せて行う。さらに、管理職が職員ごとの時間外勤務の状

況を把握し、業務の平準化を図るとともに、職員のストレスチェックを実施し、

必要に応じて産業医による助言・保健指導を実施し、職員の心身の健康維持に努

める。あわせて、行財政改革の取組と連動し、デジタル技術の活用や業務プロセ

スの見直しを通じて、継続的な業務効率化を図る。 

（5）休暇取得の促進及び女性職員の活躍推進 

年次有給休暇及び各種特別休暇について、計画的な取得を促進するとともに、

職場内で相互に業務を補完できる体制づくりを進める。特に、学校行事や子ども

の看護等、家庭生活に密接に関わる場面において、休暇を取得しやすい職場環境

の整備に努める。 
併せて、固定的な性別役割分担意識の是正を図るため、研修や情報提供を通じ

た意識啓発を行うとともに、女性職員が将来を見据えたキャリア形成を行えるよ

う、人材育成及び管理職登用に向けた支援を行う。 
 

5. その他の次世代育成支援対策に関する事項 

（1）子育てバリアフリー 

子どもを連れた村民が気兼ねなく来庁できるよう、親切な接遇等のソフト面で

のバリアフリーの取り組みを推進する。 
 

（2）子ども・子育てに関する地域貢献 

① 子ども・子育てに関する地域貢献活動 
子ども会活動等や地域の伝統文化、芸術の保存継承活動等の地域貢献活動

への職員参加を支援する。 
② 子どもの体験活動等への支援 

「もろっこサークル」等子どもが参加する学習会等の行事において、職員

が専門分野の知識や技術を活かした指導を実施する体制を整備する。 
③ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

I. 交通事故防止について、綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。 
II. 公用車の運転に対し、交通安全講習会の実施や専門機関等による安全運

転に関する研修の受講を支援する。 
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④ 安心・安全な子育て環境の整備 
子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、放課後子ども教

室「もろっこクラブ」の実施や地域で行う自主的な防犯活動や少年非行防

止、立ち直り支援の活動等への職員の参加を支援する。 
 

（3）子どもとふれあう機会の充実 

① 職員を対象としたレクリエーション活動の実施に当たっては、子どもを含

めた家族全員が参加できるように配慮する。 
 

② 毎月第 3 週目の日曜日における「家庭の日」においては、公式行事及び地

域での行事の開催を避け、子どもとふれあう機会の配慮を徹底する。 
 

（4）学習機会の提供等による家庭の教育力向上 

職員に対し、家庭教育に関する講座・講演会等の実施や情報の提供を行う。 
 

6. 公表及び点検・見直し 

本計画に基づく取組の実施状況及び数値目標の進捗については、毎年度、村ホーム

ページ等により公表する。また、計画期間中においても、必要に応じて計画の見直し

を行うものとする。 
 
 

本計画は、各任命権者の連名による計画とする。 
 

 

 

 

令和８年４月１日 
 

 
諸塚村長 藤 﨑 猪 一 郎 

 

諸塚村議会議長 田 原 尚 美 

 

諸塚村教育長 竹 内 一 久 


